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2022年度 事業計画（案） 

 

近年頻発する台風・集中豪雨などの自然災害は 2022 年度以降も同様の傾向が続くもの

と思われ、加えて当地域では南海トラフを震源とした海溝型地震の発生が危惧されておりま

す。引き続き、自然災害対策に重点を置くとともに未だ収束の見通しが立たない新型コロナ

ウイルス感染症についても三重県ＬＰガス協会新型コロナウイルス対策ガイドライン（第３

版）に基づき、予防対策・対応『うつらない。うつさない』を講じてまいります。 

ＬＰガス需要については、過疎化、少子高齢化、人口減少などによる世帯数の減少やエ

ネルギー間競争の激化・省エネ志向等の影響による販売量の減少、さらにはカーボンニュ

ートラルへの対応、新型コロナウイルス感染対策による自粛要請などによって業務用需要

の落ち込みが続くものと懸念されます。 

そのような中、災害に強いＬＰガスの特性を活かし、地方自治体に対してＬＰガスの常

設・常用の普及活動に継続して取り組むことと併せ、温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量削減

に向けた取組としてエネファーム、エコジョーズ、ハイブリッド給湯器、ＧＨＰなどの高

効率機器の販売を強化してまいります。 

保安の確保では前年度より「ＬＰガス安心サポート推進運動」に取り組んでおり、ガス漏

れ警報器の設置率向上、業務用施設でのガスメーターの警報器連動と換気警報器設置促進や

容器流出防止対策の徹底に努めてまいります。 

また、ＬＰガス料金の透明化・取引の適正化では「取引適正化指針」、「販売指針」を遵守

し、料金公表率アップに努めるとともに賃貸集合住宅におけるガス料金の情報提供を推進し

てお客様から選ばれる業界を目指します。 

 2022 年度事業計画、委員会活動（案）は以下のとおりです。 

 

■需要開発委員会 

  電力・都市ガスの自由化進展の影響を受け、エネルギー業界の競合環境が大きく変化す

る中、既存の需要を守るだけでなく、単位消費量アップに繋がる需要喚起が極めて重要と

考え、全国ＬＰガス協会と歩調を合わせて「需要開発推進運動」に取り組みます。 

また、炎と食の文化を子供たちに伝える消費者啓発活動を引き続き実施します。 

１．究極のライフラインＬＰガス 

・「災害にも強いＬＰガス」の普及拡大 

    令和 3年 10月 22 日に閣議決定された第６次エネルギー基本計画において「ＬＰ

ガスは最終需要者への供給体制及び備蓄制度が整備され、可搬性、貯蔵の容易性に利

点があり、『最後の砦』として、平時のみならず緊急時のエネルギー供給に貢献する

重要なエネルギー源である」として明記されました。引き続き、公共施設へのＬＰガ

ス常設・常用の推進と避難施設等に災害対応バルク、ＬＰガス発電機、ＧＨＰ、ＬＰ

ガス自動車などの導入促進を目指します。 

２．進化するＬＰガス 

・ＬＰガス高効率機器の販売強化 
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  政府の 2050 年カーボンニュートラル（温室効果ガス排出と吸収で実質ゼロ）方

針に基づき、ＣＯ2削減可能な機器（エネファーム、ＧＨＰ、エコジョーズ、ハイブリ

ット給湯器等）を推奨し、普及促進を図ります。 

全国ＬＰガス協会の需要開発セミナープログラムの活用、機器メーカーからのバッ

クアップ、各種研修会等の実施などにより、機器販売強化に取り組みます。 

３．人を育むＬＰガス 

（１） 子供たちへの食育・火育の推進 

・食育活動「いただきます 応援宣言 for kids」の継続開催 

地域協議会が主体となり、地域の保育園・幼稚園へ呼びかけ、園児さんを対象に

実施します。 

・火育活動「炎に学ぼう！」の開催 

出前教室として、子供たちへ炎を身近なものとするライフスタイルの復活を目的

に青年委員会、地域協議会と協力して開催します。 

（２） 全国親子クッキングコンテスト（ウィズガス CLUB 主催）の終了 

2021 年度はレシピコンテストとして実施しましたが、食育の推進を通じて社会貢

献活動に寄与することができた一方でエネルギーの自由化という環境変化の中でオ

ール電化対抗への効果も不明との認識により終了することとなりました。 

2022 年度からは後継活動としてエコ・クッキング活動の推進が検討されており、

当委員会でも食に対する取り組みについて見直しを含めて検討してまいります。 

以上の諸活動を通じて、需要開発へ繋げてまいります。 

 

■流通委員会 

ＬＰガス料金の透明化、取引の適正化によるお客様との信頼関係構築を目指し、取引の

適正化に関する諸活動、お客様相談事業の推進などを引き続き実施します。 

また、効果的な広報活動が展開できるよう広報媒体についても検討いたします。 

１．取引の適正化・ＬＰガス料金の透明化の推進 

   各種会議体、ＬＰニュースみえ、協会ホームページ等を通して「液化石油ガスの小売

営業における取引適正化指針」、「ＬＰガス販売指針」の遵守徹底を図るとともに注意喚

起チラシの有効活用を呼びかけ、特商法に抵触する悪質な訪問販売や点検商法によるお

客様被害の防止に努めます。 

また、「賃貸集合住宅におけるガス料金の情報提供」への対応として、ガス販売事業者

から所有者・不動産管理会社等へガス料金の情報提供を徹底することで取引の適正化・

料金の透明化を推進してまいります。 

２．ＬＰガスお客様相談事業の推進 

2022 年度も経済産業省の補助事業に応募してお客様からの相談・苦情に対応すると

共に相談内容を分析し、ＬＰガスが信頼されるエネルギーとなるよう対応策の検討を行

います。また、お客様相談所委員会を開催して消費者団体、行政担当者と意見交換やＬ

Ｐガスについての情報提供等を行います。 
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３．広報活動 

三重県独自のオリジナルＣＭと全国ＬＰガス協会が作製したＣＭを三重テレビで放

映してまいります。新聞広告については、従来通り 3 県（愛知、岐阜、三重）が合同で

実施し、中日新聞に掲載いたします。 

また、デジタルサイネージ（電子看板）など新しい媒体を用いた広報活動についても

青年委員会と協力して取り組みを進めてまいります。 

 

■保安委員会 

2021 年度より経済産業省は、これまでの保安対策指針から国、ＬＰガス事業者、消費

者等自らが主体者となって安全目標の達成を目指し取り組む「液化石油ガス安全高度化計

画 2030」へと改めました。 

それを受け、全国ＬＰガス協会では「ＬＰガス安心サポート推進運動」を進めており、

当委員会でもその運動を基本に取り組みます。具体的には自主保安活動チェックシートを

活用し、自己診断を行って改善に取り組むことで保安水準の向上を推進してまいります。 

１．保安啓蒙活動補助事業 

保安啓蒙を目的に「災害に強いＬＰガス」や「安全・快適なＬＰガスライフ」の紹介

を幅広く地域住民に周知する事業に対し、補助事業を実施します。 

・1 事業の補助金額 5万円以内（上限は事業費の 3/4 まで）、年間 50 万円 

２．ＬＰガス安心サポート推進運動 （実施期間：2021 年度より 5年間） 

【重点取組事項】 

① 業務用施設ガス警報器連動遮断の推進 

② 業務用換気警報器の設置促進 

③ 軒先容器の流出防止対策の徹底 

 その他の取り組み事項については安全高度化計画のアクションプランを推進します。 

 【主なアクションプランの項目】 

① ＣＯ中毒事故防止対策 

② ガス漏洩による爆発又は火災事故防止対策 

③ 供給設備の期限管理 

④ 他工事事故防止対策 

３．ガス漏れ警報器の設置率向上（３ヶ年計画） 

   県内ＬＰガスお客様のガス漏れ警報器実質設置率は全国ワースト１となっており、有

効期限切れ警報器の取替実施や推奨設置対象の１戸建て、法適合の集合住宅への設置促

進に取り組みます。地域協議会での活動推進策として、ツールの提供や設置率上位・向

上率上位協議会に対する表彰制度（副賞を含む）を構築するなど支援策を検討します。 

 

■災害対策等委員会 

  南海トラフ巨大地震の発生に備え、中核充填所委員会と連携して「中核充填所稼働訓練」、

「東日本大震災発災日」の年２回、各地域協議会、充填所で災害対策マニュアルに基づき 
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情報伝達訓練を実施してまいります。 

減災の視点に立った事業計画や受援体制などの具体策を策定し、ライフライン企業体と

して引き続き以下の事業を推進していきます。 

１．災害時対応機器備蓄 

  2012年度からの継続事業で、各市町の防災拠点等に地方自治体が災害時に活用でき

る機器を配備しており、2022 年度は「伊賀市」を計画しております。 

  備蓄完了市町は以下の通りです。 

  ・2012 年度  尾鷲市、南伊勢町   ・2013 年度  熊野市、鳥羽市 

  ・2014 年度  伊勢市、紀北町     ・2015 年度  志摩市、大紀町 

  ・2016 年度  松阪市、明和町   ・2017 年度  四日市市 

  ・2018 年度  木曽岬町      ・2019 年度  津市 

  ・2020 年度  鈴鹿市       ・2021 年度  川越町、桑名市 

２．災害対策の整備 

災害時に避難所として使用される学校体育館等へのＧＨＰ、災害対応バルク、発電機

の設置に取り組んでまいります。災害に強いＬＰガスを常設することでＢＣＰ対策とし

ての機能を高めることに貢献していきます。 

ハザードマップに基づく各地域協議会ごとの災害時対応、災害時のＬＰガス輸送ルー

トの検討など災害対応データの収集・蓄積に努め、対応力を強化いたします。 

   また、防災・二次災害発生の抑止に繋げるよう広報活動についても検討を進めます。 

 

■中核充填所委員会 

大規模災害時における地域内へのＬＰガス安定供給を目的に整備された中核充填所（県

内 11 ヶ所）の機能を実施訓練により、各地域で活用できることを検証します。 

１．災害時石油ガス供給連携計画に基づく実施訓練 

  ・三重県全中核充填所（11ヶ所）稼働訓練 

    中核充填所機能の稼働や具体的な検証、また 関係機関等にも幅広く紹介すること

で、災害に強いＬＰガスが災害時に機能を発揮できるための訓練を実施します。 

2022 年度は前年度に続き、全ての中核充填所で同時に訓練を実施し、Zoom 等を

用いて訓練本部と各中核充填所を繋いで一体感のある訓練を展開いたします。訓練本

部、メディア対応を行う会場として、「㈱マルエイ四日市支店」を予定しています。 

【昨年度までの訓練実績】 

     2014 年度 北勢エリア 「㈱マルエイ四日市支店」 

     2015 年度 伊賀エリア 「上野ガス㈱本社充填所」 

「アポロ興産㈱」 

     2016 年度 南勢エリア 「東邦液化ガス㈱志摩充填所」 

     2017 年度 中勢エリア 「㈱エネアーク中部中勢物流センター」 

     2018 年度 北勢エリア 「㈱ホームエネルギー東海四日市ＬＰＧセンター」 

                 「石井燃商㈱員弁充填所」 
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  2019年度 南勢エリア 「関西プロパン瓦斯㈱尾鷲営業所」 

                 「ＮＸエネルギー中部㈱三重支店」 

     2020 年度 北勢エリア 「上野ガス㈱亀山支店」 

           南勢エリア 「三重交通商事㈱伊勢液化ガス営業所」 

     2021 年度 伊賀エリア 「アポロ興産㈱」 

  ・第 4地域連携情報伝達訓練 

    平成 24 年の石油備蓄法の改正で、第 4 地域（東海 3 県、北陸 2 県）での連携訓

練が義務付けられており、災害時に機能するための訓練を実施します。 

２．石油ガス地域防災対応体制整備事業（中核充填所整備補助事業） 

   訓練機材や防災機器の整備等、最大限有効に事業補助金を活用します。 

 

■総務委員会 

県及び関係機関との意見交換等を積極的に進め、ＬＰガスについての幅広い理解と協 

会活動への更なる協力を求め、事業の継続的な発展を目指し健全な協会運営を行います。 

また、会員事業者への各種保険手続き、ホームページ等による液石法施行規則等の改正

や新型コロナウイルス感染予防等の情報提供など事業活動支援に努めます。 

１．公益目的支出計画の実施 

公益目的支出計画に定めた「実施事業」を着実に実施します。 

「実施事業」 

・継続事業１ 災害対策事業 ・継続事業２ 広報事業 ・継続事業３ 保安啓蒙事業 

 ２．協会運営 

理事会、正副会長会議、各委員会の運営を更に充実させ、各地域協議会、卸売協議会、

バルク協議会、スタンド協議会との連携を図ってまいります。 

３．ＬＰガス事故等に伴う救済措置 

  ・ＬＰガス事業者賠償責任保険 

    会員事業者へ付保漏れのないよう注意を促すなどのフォローを実施します。 

  ・ＬＰガスライフ支援制度（ＬＰライフ） 

       本制度の加入促進を通じて、ＬＰガス機器等の販売促進への支援及びＬＰガス事故

等による人的、物的損害を被った加入者、従業員、消費者に対し支援を行います。 

  ・新保険制度「ＬＰライフＮＥＯ」 

     ＬＰガス供給設備機器を対象とした保険であり、周知と普及促進に務めます。 

４．情報の発信と支援 

  ・「ＬＰニュースみえ」の発刊（年２回）を引き続き実施します。 

  ・優良製造保安責任者、優良販売事業者、永年勤続者の表彰を行います。 

  ・協会ホームページの更なる利便性向上とタイムリーな情報提供に努めます。 

５．地域見守り活動について（地域貢献事業） 

   2021 年 2 月、伊賀市と伊賀ＬＰガス協議会、上野ガスグループ三社とで「伊賀市地

域見守り活動に関する協定書」を締結し、活動を開始しました。今後、他地域協議会で 
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もＬＰガスを通して地域貢献活動に繋がる同様の取組を展開してまいります。 

   

■青年委員会 

  卸売協議会、中核充填所委員会・流通委員会との協同事業の開催・参画、および需要開

発推進運動などの委員会活動に連携・協力することで業界の発展に務めます。 

青年委員の増加を図り、組織の強化に努めるとともに、各県青年部と活動事例などの情

報交換を行い、新たな取り組みにも挑戦します。 

１．研修会の開催（卸売協議会との共催） 

「同業に学ぼう！」をテーマにエネルギー間競争の激化、業務のＩＴ化・デジタル化、

労働力不足などの環境の下、お客様のニーズに合った業態へ変革するきっかけとすべく、

研修会を企画します。 

２．火育活動「炎に学ぼう！」の開催 

子供たちへ火の教育を通じてＬＰガスの役割について情報発信していくことを目的

に、出前授業を地域協議会や需要開発委員会と協力して実施していきます。 

３．高圧ガス実験・訓練（三重県高圧ガス安全協会主催）への参画について 

   中核充填所委員会との協同訓練として、日常業務の中で起こり得る突発的な事故に対

しての適応能力や経験を身につけることに務めます。 

４．デジタルサイネージ（電子看板）を用いた広報活動 

   流通委員会と協力して、デジタルサイネージを用いた広報活動に取り組みます。広報

素材として防犯・注意喚起のほか、需要促進に繋がるものを検討します。 

５．中部地区ＬＰガス連合会青年委員会 

2022 年度より２年間、幹事県として諸活動に取り組みます。火育や食育活動などに

ついて他県と情報交換し、ノウハウの共有や連携を深めて活動の幅を広げ、積極的な取

り組みに繋げます。 

 

■主な事業と予算額 

公益目的支出計画に定めた「実施事業」 

１．継続事業１（災害対策事業） 

（１）災害時対応機器備蓄事業 

    次の地域に災害時対応機器備蓄を行います。（伊賀市を計画） 

    ・機器購入費等概算 ※直接費用合計（消耗品費、減価償却費）     400 千円 

   (注)デリバリーステーションは固定資産に計上 

 

２．継続事業２（広報事業） 

（１）広報事業 

① テレビ媒体による広報                       1,600 千円 

      ② 新聞媒体による広報（愛知県、岐阜県、三重県の合同）         450千円 

        ※直接費用合計（広告宣伝費） 



第 2 号議案 

 

（２）防災・減災に繋がる広報事業  

    三重県内ライフライン関連などによる広報活動           200 千円 

     ※直接費用合計（広告宣伝費） 

（３）食育活動・火育活動 

    ① いただきます 応援宣言 ※直接費用合計（消耗品費）        300 千円 

② 炎に学ぼう！           ※直接費用合計（消耗品費）      100 千円 

 

３．継続事業３（啓蒙活動） 

（１）展示会・講演事業 

    保安啓蒙を目的に、地域住民に幅広く「ＬＰガス安全・快適ライフ」を周知する展

示会活動、講演活動等 

① 保安啓蒙活動事業補助 ※直接費用合計 （委託費）        500千円 

 

その他会計事業・法人会計（収益） 

４．その他事業１（斡旋物販売事業） 

ガス関連帳票、関係図書等（KHK斡旋を除く）の販売を行う事業 

   7,200千円 

      

５．その他事業２（教材販売事業） 

法令図書、関係ＬＰガス資格研修用テキストの販売を行う事業 

     4,500千円 

                                              

６．その他事業３（液化石油ガス教育事務所受託事業） 

高圧ガス保安協会が実施する液化石油ガス関連資格の講習及び検定事業 

(注)2022 年度より丙種化学液石受験講習、第二種販売・業務主任代理者受験講習、 

 製造保安係員講習についてはオンライン講習となります。 

➀ 設備士第 2・第 3講習、実技試験  ➁ 業務主任者、設備士再講習 

➂ 丙種化学液石(検定試験)           ➃ 第二種販売・業務主任代理者(検定試験) 

➄ 保安業務員講習                  ➅ その他 

                                       5,200 千円 

 

７．その他事業４（保安共済事業団受託事業） 

ＬＰガス販売、充填、配送等に伴う事故責任賠償保険の販売を行う事業 

① ＬＰガス販売事業者賠償責任保険 

② ＬＰガススタンド保険 

③ ＬＰガス配送事業者賠償責任保険 

④ 個人情報漏えい賠償特約 

⑤ ＬＰガス受託認定保安機関賠償責任保険 
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⑥ 総合賠償特約 

⑦ ＬＰガス供給設備機器動産保険（ＬＰガスＮＥＯ） 

                                                             4,100千円 

 

８．その他事業５（全国ＬＰガス協会ＬＰガスライフ受託事業） 

ＬＰガス事業者の仕事と生活を支援する事業 

① 販売促進支援 

       ・次世代機器、ＬＰガス車、災害バルク等販売支援 

② 加入者支援 

       ・ＬＰガス事故傷害等支援 

       ・ＬＰガス物損事故支援 

③ 弔慰金 

       ・不慮の事故、ＬＰガス事故、天災地変事故による死亡事故支援 

④ 消費者支援 

       ・消費者のＬＰガス事故による傷害、死亡支援 

                                              1,550 千円 

 

９．その他事業６（お客様相談事業） 

   消費者とＬＰガス事業者の架け橋の役目を担った相談事業（補助金） 

                                                450千円 

 

１０．その他事業７（その他事業） 

① 地域保安指導事業（補助金） 

       ・ＬＰガス事業者保安レベル向上の為の事業            85 千円 

② 中核充填所整備及び稼働訓練事業（補助金）          1,200千円 

                                           

１１．法人会計 

（１）収入 

①  基本財産運用益（基本財産受取賃借料）              120 千円 

        特定資産運用益（特定資産受取利息）                   100円 

② 正会員入会金                                    0千円 

③ 正会員会費収入                       27,452千円 

④ 準会員会費収入                                    1,040千円 

⑤ 事業収益                               410千円 

⑥ 雑収入   Ａ 受取利息収入                          100円 

Ｂ その他雑収入                         280千円                               

 

以 上 


